
平成３１年３月 

事業者の皆様へ 

 

京都市上下水道局 

総務部契約会計課 

（電話：672-7726） 

 

京都市上下水道局の「見積合せ」による契約事務の取扱変更について 

 

 京都市上下水道局（以下「当局」）では，現在，契約事務を契約会計課が行っています

が，平成３１年４月１日以降は，契約事務のうち，「見積合せ」により契約相手方を決定

する物品等の調達（物品購入だけでなく委託や賃貸借契約等も含む。）については，調達

を行う各課等（以下「担当課」）が事務を行うこととなります。 

 また，物品等の調達における公正性，透明性及び競争性の確保を図るため，当局独自のオ

ープンカウンター（ホームページ上に明細書等を掲載し，広く見積書の提出を求める仕組み）

を設置しますので，併せてお知らせします。 

 

記 

 

１ ３１年４月以降の見積合せによる契約事務の流れ 

   オープンカウンターで公募する場合 

① 担当課が公募したい案件を当局オープンカウンターに掲載 

② 事業者は案件を確認し，見積書を提出期限までに担当課に提出 

③ 提出期限経過後，担当課で見積書を確認し，内部決裁を経て契約相手方を決定 

④ 決定後，担当課は契約相手方となった事業者に契約決定を通知 

  事業者に直接依頼する場合 

① 担当課から，事業者に見積依頼する旨電話のうえ，明細書，仕様書等を直接渡す又

はＦＡＸ等で送付。 

② 依頼を受けた事業者は，提出期限までに担当課に見積書を提出（又は辞退の意思表

示） 

③ 上記 ③④と同じ。  

 

２ 当局独自のオープンカウンター設置 

   概要 

   当局ホームページにオープンカウンターのコーナーを設け，担当課の調達情報を広

く提供します。今後は，オープンカウンターで公募する案件が増えることが見込まれま

すので，適宜オープンカウンターの確認をお願いします。（利用方法は市長部局設置の

オープンカウンターと同様。詳細は別添参照。）。 

 

 

 



   掲載場所 

当局トップページ→事業者のみなさまへ→入札・契約情報 

 https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/category/174-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

※ その他，「入札情報，入札執行結果」のページにもリンクを貼ります。 

   案件掲載開始時期 

   平成３１年４月１日（月）以降順次案件を掲載します。 

  

３ 見積合せによる調達事務における主な変更点 

標準的な例を示したものであり，案件によっては取扱いが異なる場合もあります。 

事務手続き 現行 
変更後 

（３１年４月以降） 
備考 

見積 

合せ 

見積依頼

課，問合せ

先 

契約会計課 担当課 

変更後は，特に指定が

ない限り担当課からの

見積依頼が（下見積り

ではなく）本見積りに

なる。 

依頼時期 
原則種目ごとに定め

た曜日 
随時依頼  

依頼方法 
原則直接事業者に依

頼 

オープンカウンター

で公募又は直接事業

者に依頼 

 

明細，仕様

書の提供 
原則来庁時に手渡し 

オープンカウンター

に掲載又は手渡し・

ＦＡＸ等で送付 

  

提出期限 
原則依頼から１週間

後 
担当課で任意に設定  

見積書の提

出方法 

原則契約会計課に持

参 

原則原本（郵送可）

だが，見積額税込１

０万円以下の場合，

ＦＡＸ等での提出可

（※） 

※ＦＡＸ提出後，契約

候補者となった場合は

原本提出必要 

契約 

決定 

通知 

交付方法 
郵送又は契約会計課

で直接交付 

担当課で交付（希望

すればＦＡＸ等での

送付も可） 

内部決裁に一定の時間

を要するため，見積提

出期限から決定通知ま

でに数日かかる場合あ

り。 

通知書様式 Ｂ５サイズの色紙 Ａ４サイズ 様式を変更（別添参照） 

案件ごとに

割り振る番

号 

契約番号 伝票番号 
番号は契約の決定通知

書に記載。 

検収 実施方法 

主として契約会計課

で検収し，納品先に

納品 

特に指定がない限

り，納品先で検収 

検収は明細書・仕様書

等に基づき実施する。 

  

４ その他 

  一部の見積合せ及び入札案件については引き続き契約会計課で対応します（事務の取

扱いもこれまでと同じです。）。 



京都市上下水道局の「見積合せ」による契約事務の取扱変更（概要版） 

 

現 行 各担当課から依頼を受けて契約会計課が見積合せを実施 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後 担当課が以下のいずれかの方法で見積合せを実施（３１年４月１日以

降に依頼等行う案件から） 

  

１ オープンカウンターに掲載して公募     ２ 担当課から直接依頼          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 契約会計課で定例で実施していた見積依頼や見積合せはなくなり，担当課

から随時依頼（オープンカウンターに掲載又は直接依頼）します。 

 

○ 見積依頼時の明細書・仕様書等の提供は，手渡し又はＦＡＸ等での送付にな

ります（オープンカウンターの場合，データを添付）。 

 

○ 各担当課での契約の決裁に一定の時間がかかりますので，契約決定通知は

見積提出期限の数日後になります。 
 

○ 担当課で契約した案件の検収は，特に指定しない限り，納品（履行）場所で

行います。 

 

【その他の主な変更点】 
・ 見 積 期 限：原則１週間 → 担当課で任意に設定 
・ 見積書提出方法：原則原本持参 →  原則原本だが，税込１０万円以下はＦＡＸ等も可（契約候補者は後で原本提出） 
・ 契約決定通知：郵送又は契約会計課で直接交付 → 担当課で交付（希望すればＦＡＸ等で送付）  

担当課 

担当課 契約会計課 
事業者 

事業者 見積依頼 
見積提出 

 

契約依頼 

担当課 事業者 

担当課 

見積依頼 
見積提出 事業者 

事業者 

事業者 

③参加したい案件について

見積書を提出 担当課 

事業者 

事業者 

①案件掲載 

オープン 
カウンター ②各事業者は

適宜掲載案

件を確認 
事業者 



京都市上下水道局オープンカウンターの利用方法 

 

※ 以下の画面はイメージであり，修正する可能性があります。 

 

１ 以下のページにオープンカウンターを設置します（平成３１年４月１日から）。 

 

 

２ クリックすると，現在見積書を公募している「調達一覧」が表示されます。詳しくご覧

になりたい案件の「名称」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような形で設置

する予定です。 



３ 以下のように案件の詳細が表示されますので，締切日や履行場所等のほか，添付の明細

書等もご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 内容を精査のうえ，各案件の見積書提出締切日までに担当課に見積書を提出してくだ

さい。 



（契約決定通知書サンプル）
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